
 

 

 

 

金銭出納業務の不備 

 

対象受検機関 検出事項 監査の結果 措置の内容 

地方独立行政法人 

大阪府立産業技術総

合研究所 

 

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所（以下「研究所」という。）では、中

小企業に対して設備機器や試験施設などを開放しており、その使用料として現金を収

納している。                                

研究所では保有現金残高が大きくなるごとに銀行口座への預け入れを行っており、

その頻度は月に２回から３回程度である。預入れのタイミングは出納事務取扱規程第

14条第３項に規定されており、収納金が50万円に達するまでは、その月の月末まで、

執務室内の金庫で保管することができるとされており、超過した場合には即日又はそ

の翌日に預金口座に入金する必要がある。 

平成25年度の現金出納簿（本所）を確認した結果、以下の日付において、50万円を

超えているにも関わらず、銀行への預け入れが翌々日以降となっており、出納事務取

扱規程が遵守されていなかった。 

 

500,000円超過日 銀行預入日 

平成25年４月22日 平成25年４月24日 

平成25年５月23日 平成25年５月28日 

平成25年６月18日 平成25年６月21日 

平成25年７月12日 平成25年７月18日 

平成25年10月22日 平成25年10月29日 

平成26年３月26日 平成26年３月28日 

 

平成25年度現金残高（月別推移） （円） 

現金残高 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

510,540 254,580 163,220 120,470 176,400 265,120 

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

166,020 318,030 12,400 554,562 250,330 232,170 

 

 

 

【是正を求めるもの】 

現金は多額に保管していると盗難・横

領などのリスクが高くなるため、厳格な

管理が求められる。今後は出納事務取扱

規程の遵守を徹底されたい。 

  

 

 

 

平成26年度からは規程どおりに入

金している。今後も規程の遵守を徹

底する。 

【地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所出納事務取扱規程】（平成24年４

月１日 規程第46号） 

（現金出納） 

第14条 

３  現金出納者は、現金を出納したときは、現金出納簿に記帳するとともに、即

日又はその翌日に会計規程第17条に規定する取引金融機関の預金口座に入金す

るものとする。 

 ただし、その収納金が50万円に達するまでは、その月の末日まで、執務室内の金

庫で保管することができる。 

 


